
停留所「七ツ寺」の運用方法の変更について 
資料番号 

２ 

※ 平成31年4月1日から停留所「七ツ寺」については道路の東西に停留所標識を設置していたが、  
   周辺住民からの要望を受け、4月12日に道路東側の停留所を撤去し、道路西側の標識のみとした。 
  なお、道路西側の停留所標識が「上り・下り」の機能を持つため、 「上り・下り」の表示を行うととも 
   に、乗務員には同停留所通過時には、道路反対側も確認するよう依頼。 

停留所「七ツ寺」西側設置場所 

停留所「七ツ寺」東側設置場所 

現在の停留所「七ツ寺」 


